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厳しい暑さが続いておりますが、公益社団法人江東西青色申告会会員の

皆様におかれましては、益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 

大村会長をはじめ役員並びに会員の皆様には、平素から申告納税制度の

中核をなす青色申告制度の普及と記帳水準の向上にご尽力いただくとと

もに、税務行政の円滑な運営につきまして、深いご理解と多大なるご協力

を賜り、厚く御礼申し上げます。 

この度の人事異動により第 44代江東西税務署長を拝命し、東京国税局調査第四部から着任

いたしました西袋寿彦でございます。前任の黒崎署長同様のご厚情を賜りますようお願い申し

上げます。 

貴会におかれましては、今年の確定申告期では残念ながら例年と同様の実施ができませんで

したが、確定申告期間中の「青色コーナー」での青色申告制度の普及や「国税電子申告・納税

システム（e-Tax）」の推進、広報車を使用した確定申告関係の広報活動などを通じまして、正

しい税知識の普及や納税道義の高揚に積極的に取り組まれていると伺っております。 

いまだ収まる気配のない新型コロナウイルスの感染拡大は、貴会の各種活動にも影響を与え

ているものと思料いたしますが、引き続き地域に密着した活発な事業を展開されますようご期

待申し上げます。 

昨今、税務行政を取り巻く環境は、経済社会の変化やデジタル技術の急速な進展により大き

く変化しています。 

このような中、税務署としましては「信頼で国の財政を支える組織」を目指し、納税者サー

ビスの観点からマイナンバー制度の普及・定着やｅ-Ｔａｘの充実など利便性の高い申告・納

付に努めていきたいと考えております。 

さて、令和５年 10 月１日から消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入さ

れますが、本年 10 月１日から「適格請求書（インボイス）発行事業者」になるための登録申

請の受付が始まります。インボイス制度では、消費税の仕入税額控除を受けるためには原則と

して適格請求書の保存等が必要となります。適格請求書を発行できるのは「適格請求書発行事

業者」の登録を受けた事業者に限られるため、お早めにお手続きを行っていただければと存じ

ます。 

これからも納税者の皆様からの理解と信頼を得られるよう、職員一丸となって各種施策に取

り組んでまいりますので、会員の皆様におかれましては、今後もお力添えを賜りますようお願

い申し上げます。 

結びに当たり、新型コロナウイルス感染症の一日も早い終息を切に願うとともに、公益社団

法人江東西青色申告会の益々のご発展と会員の皆様のご健勝並びにご事業の繁栄を心から祈

念いたしまして着任の挨拶とさせていただきます。 

江東西あおいろ会報 
公益社団法人 

江東西青色申告会 



 

 

 

副署長 片貝 英祐（かたがい えいすけ） 

 

この度の定期人事異動により相模原税務署から参りました。 

公益社団法人江東西青色申告会の皆様には、日頃から税務行政に対す

る深い理解とご協力を賜り誠にありがとうございます。 

伝統ある貴会の活発な事業展開に、微力ではございますが尽力してま

いりたいと思っておりますので、よろしくお願いいたします。 

 

 

個人課税第１部門 

統括官 鳥居 真美子（とりい まみこ） 

 

この度の人事異動により税務大学校東京研修所から参りました。 

江東西青色申告会の発展のために、皆様との連携・協調を図りながら、

少しでもお役に立ちたいと考えております。 

本事務年度におきましても、税務行政にどうぞお力添えくださいます

ようよろしくお願いいたします。 

 

  

個人課税第１部門 

記帳指導推進官 勝木 剛志（かつき つよし） 

  

この度の人事異動で四谷税務署から参りました。 

記帳指導推進官につきましては、初めての経験となります。 

研修会等を通して、皆様のお力となれるよう努力いたしますので、一

年間よろしくお願いいたします。 
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東京青色傷害保険 

月額 1,000 円で、仕事中・災害でのケガや熱

中症リスクも補償！通院・入院・手術保険金

など幅広い保障！団体割引３０％適用。 

事業主が専従者・従業員を加入させた掛金は

福利厚生費となります！ 

 

＜加入資格＞ 

会員本人、配偶者、子、両親、同居の親族など。 

⇒2021年 5月 1日現在の年齢が 14歳以上 90

歳以下の方(昭和 5年 5月 2日～平成 19年 5

月 1日生まれ)がご加入できます。 
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記帳時の注意点 （ 助成金等の収入計上時期 ）  

《国税庁ＨＰより抜粋》 

所得税の所得金額の計算上、ある収入の収入計上時期については、原則として、その収入すべき権

利が確定した日の属する年分となります。 

ただし、その助成金等が、経費を補填するために法令の規定等に基づき交付されるものであり、あ

らかじめその交付を受けるために必要な手続をしている場合には、その経費が発生した年分に助成金

等の交付決定がされていないとしても、その経費と助成金等の収入が対応するように、その助成金等

の収入計上時期はその経費が発生した日の属する年分として取り扱うこととしています。 

また、助成金等の交付目的に適合した固定資産の取得等をした場合において、一定の要件を満たす

ときには、その固定資産の取得等に充てた部分の金額に相当する金額を総収入金額に算入しないこと

とされています。 

 

※①「経費発生時」とは、助成金等の支給対象となる経費を支出した時に収入計上するものです。 

※②助成金等による補填を前提としてあらかじめ所定の手続を済ませている場合には、その収入計上時期はその経費が発生し

た日（経費発生時）の属する年分となります（所得税基本通達３６・３７共-４８）。 

※③これらの助成金等の交付目的に適合した固定資産の取得等をした場合（その助成金等の返還を要しないことがその年の１

２月３１日までに確定した場合に限ります。）において、一定の要件を満たすときには、その固定資産の取得等に充てた部分

の金額に相当する金額を総収入金額に算入しない（総収入金額不算入）こととされています（所得税法４２条）。 

（注）いわゆる現金主義（所得税法６７条）や措置法差額（租税特別措置法２６条）の適用を受ける方なども対象です。 

※④この特別利子補給制度については、事前に最長３年分の利子相当額の交付を受けるものの、交付を受けた時点では収入と

して確定せず、支払利子の発生に応じてその発生する支払利子相当額の収入が確定し、無利子化される性質のものと考えられ

ることを踏まえた取扱いです。 

 

助成金等の収入計上時期の取扱いについての基本的な考え方など詳しくは国税庁ＨＰをご覧ください。
国税庁ＨＰ https://www.nta.go.jp/ 

助成金等の種類 収入計上時期 

【事業所得等に区分されるもの】 

・持続化給付金（事業所得者向け） 

・東京都の感染拡大防止協力金 

・中小法人・個人事業者のための一時支援金・月次支援金 

 

支給決定時 

・雇用調整助成金 

・小学校休業等対応助成金（支援金） 

・家賃支援給付金 

・小規模事業者持続化補助金 

・農林漁業者への経営継続補助金 

・医療機関・薬局等における感染拡大防止等支援事業における補助金 

 

 

支給決定時又は経費発生時 

（※①～③） 

・新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度に係る利子補給金 経費発生時（※④） 

【一時所得に区分されるもの】 

・持続化給付金（給与所得者向け） 支給決定時 

 

・Ｇｏ Ｔｏ トラベル事業における給付金 

旅行終了時（旅行代金割引相当額） 

クーポン使用時 

（地域共通クーポン相当額） 

・Ｇｏ Ｔｏ イート事業における給付金 ポイント・食事券使用時 

・Ｇｏ Ｔｏ イベント事業における給付金 ポイント・クーポン使用時 

【雑所得に区分されるもの】 

・持続化給付金（雑所得者向け） 支給決定時 

https://www.nta.go.jp/

